
船舶事故調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月３日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市小串
こ ぐ し

港 

 ツブシ礁灯標から真方位０９５°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.０′ 東経１３４°０１.５′） 

事故の概要  貨物船観
かん

隆
りゅう

丸は、西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年４月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 観隆丸、４９９トン 

 １４０２５９、小池汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾部船底外板に塗膜剝離を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮位 約９０cm 

日出時刻：０５時４９分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、ＧＰＳプロッターを作動させ、

船長が単独で操船に当たって約８ノットの対地速力で岡山水道を北北

西進した後、小串港内で少しずつ左転を開始し、船長が、ツブシ礁南

方沖の海域は少し浅いが、乗り揚げるほどではないと思い、同海域に

向首する真方位約２６５° に針路を定め、同じ速力で航行中、ツブシ

礁東方沖の浅所に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約３.１ｍ、船尾約４.３ｍであった。 

船長は、海図で水路調査を行っていなかったので、ツブシ礁東方沖

の浅所の存在を知らなかった。 

分析 本船は、西進中、船長がツブシ礁東方沖の浅所の存在を知らずに同

浅所に向かう針路で航行したことから、同浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が、西進中、船長がツブシ礁東方沖の浅所の存在を

知らずに同浅所に向かう針路で航行したため、同浅所に乗り揚げたも

のと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に海図等で航行する海域の水路調査を行うとともに、航行中

もＧＰＳプロッターで浅所の存在を確認すること。 

 


